
9 社会福祉施設の運営について  

（1）施設の役割と適正な運営管理の推進   

ア 社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情処理の仕組みの  

整備及び第三者評価を積極的に活用し、自らのサービスの質、人材養成及び経営  

の効率化などについて継続的な改善に努めるとともに、地域福祉サービスの拠点  

としてその公共性、公益性を発挿することが求められている。  

このため本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開放及び災害時の  

要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよう各都道府県市においては、  

法人に対する適切な指導をお願いする。  

また、事故防止対策について占ま、利用者一人一人の特性を踏まえたサービスの  

提供、苦情解決の取組みや第三者評価の受審等を通じたサービスの質の向上によ  

り、多くの事故が未然に回避されることが徹底され、施設全体の取組として危機  

管理（リスクマネジメント）が実施されるよう指導されたい。  

イ 社会福祉施設の運営費の運用については、運営費の不正使用など不祥事により   

社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことがないよう施設所管課と指導監査   

担当課との連携を十分図り、適正な施設運営について引き続き指導願いたい。  

（2）感染症の予防対策等   

ア 社会福祉施設は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活していることを十分  

認識の上、ノロウイルスやインフルエンザ、レジオネラ症等の感染症に対する適  

切な予防対策を講じることが極めて重要である。  

インフルエンザについては、本年度すでに流行時期に入っているところである  

が、例年より時期が遅いこともあり、今後とも引き続き施設内におけるインフル  

エンザ感染予防対策に努めていただくようお願いするとともに、ノロウイルスに  

ついては施設内で感染性胃腸炎の患者も発生している状況にあることなどから、  

‾F記の通知を参考に衛生主管部局、指導監査担当課及び市町村とも連携しつつ、  

管内社会福祉施設等に対し適切な感染症、食中毒の発生・まん延防止対策を図る  

よう指導の徹底をお願いする。  
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《参照通知等）  

「社会福祉施設、介護老人保健施設等におけるノロウイルスによる感染性胃腸  

炎」の発生・まん延防止策の一層の徹底について」  

（平成18年12月21日雇児発第1221002号、社援発第1221002号、障発第  

1221002号、老発第1221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護  

局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）   

「ノロウイルスに関するQ＆Aについて」  

（雇児総発第1208001号、社援基発第1208001号、障企発第1208001号厚生労働  

省雇用・均等児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局   

障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知）  

「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」  

（平成17年2月22日健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、  

社会・援護局長、老健局長連名通知）  

「社会福祉施設における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」   

（平成18年11月7日雇児総発第1107001号、社援基発第1107001号、障企発  

第1107110号、老計発第1107001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、  

社会・援護局福祉基盤課長通知、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健  

局計画課長連名通知）   

「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」（平成15   

年7月25日社援基発第725001号）別添「レジオネラ症を予防するために必要   

な措置に関する技術上の指針」  

「社会福祉施設における衛生管理について」（平成15年12月12日社援基  

第1212001号）別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」   

また社会福祉施設に対し、ウイルス肝炎等の感染症患者・感染者に対する利用   

制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局と連携し正しい知識の普及啓発  

を行い、利用者等に対する人権上の配慮が適切に行われるよう指導されたい。  
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《参照通知等》  

「当面のウイルス肝炎対策に係る体制の充実・整備等について」   

（平成13年4月24日健康局総務課長、疾病対策課長、結核感染症課長   

連名通知）、C型肝炎について（一般的なQ＆A）（平成15年8月）  

イ 新型インフルエンザ対策については、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエ   

ンザの発生危険性が高まっているなか、国民への正確な情報提供、予防や治療な   

ど、その流行状況に応じた対策を総合的に推進するため、厚生労働大臣を本部長   

とする新型インフルエンザ対策推進本部を設置し、併せて新型インフルエンザ対   

策行動計画を策定したところである。現在、フェーズ4以降に対応した各種ガイ   

ドラインが策定され、パブリックコメント等の手続きを行っているところであり、   

本年度中に確定する予定である。   

社会福祉施設等における新型インフルエンザ対策については、予防対策（手洗   

い、うがい等）の徹底、野鳥と家きんとの接触を避ける（「社会福祉施設等にお   

ける新型インフルエンザ対策等について」（平成17年11月30日付通知を参   

照。）ほか、以下の点に留意の上、施設内感染対策を図るよう各都道府県等にお   

いては引き続き指導をお願いするとともに管内市町村と十分に連携を図りつつ、   

新型インフルエンザに対する対策を強力に推進していただくようお願いする。  

（参考）   

C「医療体制に関するガイドライン」（案）～抜粋～  

7 社会福祉施設等について   

・社会福祉施設等においては、比較的感染しやすい利用者が多いため、施  

設外からの新型インフルエンザの侵入防止や、施設内での感染拡大を予防  

する対応の徹底が重要である。   

・社会福祉施設等は、施設外からの新型インフルエンザウイルスの侵入防  

止のため、新型インフルエンザウイルスの症状を有する者の短期入所、通  

所施設等の利用を制限するとともに、新型インフルエンザの症状を有する  

従業員等に、指定された医療機関への受診勧奨や出勤停止を求める。  

また、新型インフルエンザの症状を有する家 族等への面会の制限を行  

う。  
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入所者の中で新型インフルエンザの症状を有する者がいた場合、速やか  

に最寄りの保健所に連絡・相談し、当該者を指定された医療機関に受診さ   

せる。  

感染症指定医療機関等が満床の場合、入院治療を必要としない新型イン  

フルエンザ患者は、施設内において医療機関と連携し治療・療養を行う。  

その際、他の入所者への感染防止のための個室移動や従業者等の感染防止  

対策、当該者への不用な面会の禁止等の感染防止対策を行う。   

高齢者においては特に、脱水症状を呈したり急変したりする可能性が高  

いことを考慮し、往診や医療機関との緊密な連携により治療・療養を行う  

とともに、呼吸機能の悪化等により入院治療が必要な場合は、保健所と連  

携し、必要な治療を行うことのできる医療機関へ搬送する。   

集団感染が発生した場合、速やかに最寄りの保健所に連絡・相談し、指  

定された医療機関等への受診を行う。場合によっては、医療機関と相談し、  

往診により診察することも検討する。また、各都道府県の担当部局等への  

報告等を確実に行う。   

施設内における新型インフルエンザ対策については、「高齢者介護施設  

における新型インフルエンザ対策等の手引き」等を参照する。  

○ 新型インフルエンザ対策関連情報  

http：／／www．mhlw．go．jp／index．html  

O インフルエンザ総合対策ホームページ  

http：／／www．mhlw．go．jp／houdou／0111／hll12－1．html  

O 国立感染症研究所感染症情報センター  

http：／／idsc．nih．go．jp／index－j．html  

O「高齢者介護施設における感染管理のあり方に関する研究報告書」   

（平成16年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業））にお   

ける感染対策マニュアル  

http：／／www．mhlw．go．jp／topics／kaigo／osirase／tpO628－1／index．html  

O「赤ちゃん・子どもの感染症予防ガイドブック」   

（平成16年度独立行政法人福祉医療機構［子育て支援基金］助成事業により財   

団法人母子衛生研究会が作成）  
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10 社会福祉施設の防災対策について  

（1）社会福祉施設の防災対策への取組  

社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次  

の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉施  

設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、重点的な指導をお願い  

する。  

（丑火災発生の未然防止  

②火災発生時の早期通報・連絡  

③初期消火対策  

④夜間防火管理体制  

⑤避難対策  

⑥近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保  

⑦各種の補償保険制度の活用  

また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指定  

されている地域等に所在している社会福祉施設においては、  

①施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知  

②施設の防災対策の現状把握と情報の伝達、提供体制の確立  

③入所者の外出等の状況の常時把握及び避難及び避難後の円滑な援護  

④消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、  

入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護  

等を行うための協力体制の確保  

等社会福祉施設の防災対策に万全を期されたい。  

〈こ参照通知》  

・「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」  

（昭和62年9月18日社施第107号）  

・「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」  

（平成10年8月31日社施第2153号）  
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り災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」  

（平成11年1月29日社援第212号）  

（2）老朽施設の改築整備の促進等  

これまで社会福祉法人が設置する社会福祉施設の老朽化に伴う改築整備につい  

ては、老朽化が著しく災害の発生の危険性が大きいものなど入所者の防災対策上、  

万全を期し難い社会福祉施設がなお相当数残されていることに鑑み、その整備を  

促進するため、国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。  

また、土砂災害等により被害のおそれがあると都道府県等において指定された  

地すべり防止危険か所等危険区域に所在する社会福祉施設についても、施設入所  

者、利用者の安全確保を図る観点から当該区域外への移転整備を促進するため、  

国庫補助に当たって優先的に採択してきたところである。  

これらの取り扱いについては、平成18年度以降も引き続き5年間継続するこ  

ととなっているので了知願いたい。  

（3）被災施設の早期復旧等  

社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設等災害復旧  

費国庫負担（補助）の協議について」（平成17年3月24目付 雇用均等・児童  

家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）に基づき、災害発生後速やかに  

福祉基盤課に報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障  

が生じないよう指導の徹底を図られたい。  

また、被災した社会福祉施設等の災害復旧事業については、これまで「社会福  

祉施設等災害復旧費国庫負担（補助）金」により国庫負担（補助）してきたところで  

あるが、早期復旧の観点、社会福祉施設の地域の重要な防災拠点としての役割及  

び災害救助法に基づく「福祉避難所」としての位置付けを有していることから、  

交付金化された高齢者関連施設や児童関連施設及び税源移譲し一般財源化された  

公立施設等についても、引き続き「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」の対  

象としたところである。  

なお、これらの施設等に係る国庫補助率及び補助スキームについては、「社会  

福祉施設等施設整備費負担（補助）金」の対象であった時のものを維持することと  

している。  
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（4）大規模災害への対応  

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルでの防災対策で  

は十分な対応が困難であることから、関係機関との十分な連携及び地域防災計画  

に基づく適切な防災訓練の実施など、民生部局においても積極的に参画願いたい。  

なお、社会福祉施設は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づく「福  

祉避難所」としての役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避  

難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。   



11社会福祉施設等におけるアスベスト対策について  

（1）吹付けアスベスト等使用実態調査（第2回フォローアップ調査・補足調査）につ  

いて  

平成17年8月1目付通知に基づき実施した標記全国調査の結果に係る第2回  

フォローアップ調査及び「石綿をその重量の0．1％を超え、かつ1％以下を含有  

する吹付けアスベスト等」を対象とした補足調査（平成18年11月30日付通  

知）の調査結果を取りまとめたところである（参考資料27）。  

なお、アスベストにかかる今後の具体的な対応等については、「社会福祉施設  

等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の最終報告結果の公表及び今  

後の対応について（通知）（平成17年11月29目付雇用均等・児童家庭局長、  

社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）」、  

「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査（フォローア  

ップ）の報告結果の公表及び今後の対応について（通知）（平成18年2月13  

日付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健福祉部長、  

老健局長連名通知）」及び「社会福祉施設等におけるアスベスト対策について  

（平成18年10月31目付雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、社会・  

援護局障害保健福祉部長、老健局長連名通知）」等に基づき、  

①未回答施設への継続的かつ強力な指導  

②アスベストを有する施設等に対する除去等の早期実施、アスベストの安全管  

理等についての指導の徹底  

③追加調査で措置予定又は未定と回答した施設に対する措置状況の把握  

④分析調査中の施設への対応  

（9労働安全衛生法施行令の改正による規制の対象となる有害物質の範囲の拡大  

への対応（規制の対象となるアスベスト含有率：1％超→0．1％超）  

等、引き続き適切な対応を願いたい。  

（2）吹付けアスベスト等の除去等について  

吹付けアスベスト等の除去等に要する費用については、社会福祉施設等施設整  

備費補助金の補助対象（大規模修繕等）となっていることから、これらの国庫補  
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助制度等を積極的に活用しながら、その早期処理に努めるよう指導願いたい。   




